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概   況

１.　求人倍率の推移(  パートを含む、年度平均は原数値、各月は季節調整値  )

28
年度

29 30 元 2
２年
８月

９月 10月 11月 12月
3年
1月

２月 ３月 ４月 5月 6月 ７月 ８月

本県 1.06 1.23 1.32 1.33 1.12 1.10 1.10 1.10 1.10 1.09 1.11 1.15 1.16 1.21 1.29 1.28 1.32 1.30

全国 1.39 1.54 1.62 1.55 1.10 1.05 1.04 1.04 1.05 1.05 1.10 1.09 1.10 1.09 1.09 1.13 1.15 1.14

本県 1.59 1.78 1.92 1.95 1.88 1.92 1.98 1.86 1.83 1.99 1.86 1.96 2.07 2.00 2.17 2.13 2.14 2.02

全国 2.08 2.29 2.42 2.35 1.90 1.83 1.97 1.84 2.04 2.11 2.03 1.88 1.99 1.82 2.09 2.08 1.98 1.97

*２年12月以前の各月の季節調整値（下線部分）は季節調整値替済み

*季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による

－ １ －

℡．　099  (  219  )  8711(内線：131) 

鹿 児 島 労 働 局 職 業 安 定 部 職 業 安 定 課

（　令和３年８月分　）

最　近　の　雇　用　失　業　情　勢

   ・鹿児島県の８月の受理地別有効求人倍率(  季節調整値  )は1.30倍となり、前月より0.02ポイント下回った。

   　なお、全国の８月の受理地別有効求人倍率(  季節調整値  )は1.14倍となり、前月より0.01ポイント下回った。

   ・鹿児島県の８月の就業地別有効求人倍率（　季節調整値　）は1.37倍となり、前月より0.03ポイント下回った。
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２.　求人の動き(  パートを含む、原数値  )
     ８月の新規求人数（パートを含む、原数値）は、前年同月に比べ10.8％増と７ヶ月連続の増加となった。
     ８月の新規求人数（同）を産業別に前年同月比でみると、【建設業】（3.4％増）は８ヶ月連続の増加、【製造業】（50.9％
  増） は９ヶ月連続の増加､【運輸業、郵便業】（1.5％減）は２ヶ月連続の減少､【卸売業、小売業】（1.7％減）は４ヶ月ぶり
　の減少、【宿泊業、飲食サービス業】（35.6％増）は６ヶ月連続の増加、【医療、福祉】（8.6％増）は６ヶ月連続の増加、
　【サービス業】（34.4％増）は６ヶ月連続の増加となった。
     ８月の有効求人数（パートを含む、原数値）は、前年同月に比べ18.8％増と６ヶ月連続の増加となった。

(   ) 内前年同月比(％)

６月 ７月 ８月

  新規求人数 (1.0) (▲ 8.0) (▲ 5.8)

Ｄ　建設業 (8.3) (36.3) (5.4)

Ｅ　製造業 (26.7) (8.7) (▲ 2.1)

(▲ 31.1) (▲ 16.0) (▲ 11.4)

(▲ 3.5) (▲ 41.8) (23.0)

(▲ 30.0) (▲ 24.0) (▲ 41.8)

(7.7) (2.7) (▲ 7.1)

(0.7) (▲ 12.8) (▲ 15.1)

(▲ 3.5) (▲ 5.0) (▲ 2.6)

３.　求職の動き(パートを含む、原数値。 但し、※「うち３４歳以下」と、※（新規常用求職者態様別内訳）は臨時・季節を除く常用。）
    ８月の新規求職者数（パートを含む、原数値）は、前年同月に比べ4.5％増と３ヶ月ぶりの増加となった。

   新規常用求職者について態様別に前年同月比でみると、在職求職者（17.6％増）は７ヶ月連続の増加となった。

   また、離職求職者(0.3％増）は４ヶ月ぶりの増加、無業求職者（8.1％減）は６ヶ月ぶりの減少となった。

離職求職者の内訳をみると、事業主都合離職者（21.7％減）は５ヶ月連続の減少となった。

自己都合離職者（4.3％増）は３ヶ月ぶりの増加となった。

　 ８月の受給資格決定件数(2.3％減)は２ヶ月ぶりの減少となった。
   また、受給者実人員（0.6％減）は15ヶ月ぶりの減少となった。
　 ８月の有効求職者数（パートを含む、原数値）は、前年同月に比べ0.1％増と14ヶ月連続の増加となった。

(   ) 内前年同月比(％)

６月 ７月 ８月

新規求職者数 (▲ 5.5) (▲ 11.6) (▲ 7.4)

(▲ 7.6) (▲ 17.4) (▲ 11.8)

※うち３４歳以下 (▲ 5.3) (▲ 18.1) (▲ 13.2)

(▲ 3.1) (▲ 5.3) (▲ 2.3)

うち５５歳以上 (▲ 2.3) (▲ 1.7) (0.5)

うち65歳以上 (15.2) (14.1) (18.6)

(4.6) (▲ 6.0) (▲ 0.1)

有効求職者数 (3.6) (2.1) (3.3)

(0.0) (▲ 1.7) (▲ 0.6)

※うち３４歳以下 (▲ 0.6) (▲ 2.5) (▲ 1.4)

(7.0) (5.7) (7.1)

うち５５歳以上 (6.8) (4.3) (6.2)

うち６5歳以上 (22.0) (18.7) (21.1)

(13.0) (7.8) (9.5)

※( 新規常用求職者態様別内訳 ) (   ) 内前年同月比(％)

６月 ７月 ８月

(▲ 4.6) (▲ 11.1) (▲ 7.6)

在職求職者 (▲ 2.5) (▲ 5.1) (▲ 0.8)

離職求職者 (▲ 5.8) (▲ 14.3) (▲ 8.7)

うち事業主都合 (1.0) (▲ 6.3) (▲ 14.5)

うち自己都合 (▲ 6.6) (▲ 17.6) (▲ 7.7)

無業求職者 (▲ 3.1) (▲ 6.1) (▲ 19.6)

　　　　　　
－ ２ －

623 (▲ 12.9) 708 (16.8) 678

636

(6.1) 614 (12.5) 557

(7.1) 958 (▲ 25.4) 886 (▲ 18.1) 831 (▲ 12.0)

(17.6)

(▲ 8.1)

(▲ 2.4) 2,818 (▲ 5.9) 2,943 (4.3)

4,345 (▲ 4.5) 4,441 (▲ 3.7) 4,154

(▲ 21.7)

3,093 (▲ 7.5) 3,200 (4.0) 3,068

(▲ 7.2) 3,899 (▲ 6.3) 3,800 (0.3)

1,008

1,919 (▲ 8.4) 1,627 (19.5) 1,890 (16.2) 1,798 (10.5) 1,888

(12.0)

新規常用求職者 6,887 (▲ 6.4) 6,776 (3.0) 6,722

（＊）速報値のため修正がありうる

令和２年度 令和３年

(▲ 0.3) 6,311 (▲ 0.3) 6,245 (4.1)

雇用保険受給者
実人員 6,799 (11.0) 6,299 (6.4)

3,998 (8.6) 3,842 (10.6)

参考：令和元年との比較
（前々年比）

(  月平均  ) ５月 ６月 ７月 ８月

7,116 (1.7) 7,379 (1.9) 7,484 (▲ 0.6)

(4.6) 16,800 (1.7) 16,712 (0.7)

11,008 (6.8) 12,287 (9.9) 11,843 (5.1) 10,888 (2.2) 10,730 (1.0)

3,854 (10.6) 5,091 (16.6) 4,872

４５歳以上 17,032 (6.8) 18,447 (8.3) 17,893

9,221 (1.9) 9,551 (4.5) 9,393

(▲ 0.7)

(4.7) 31,807 (1.5) 31,632 (0.1)

9,031 (1.2) 8,965 (▲ 1.0)(4.4)

４４歳以下 15,354 (2.0) 15,909 (5.1)

(▲ 15.0) （＊）1,755 (0.6) （＊）1,675雇用保険受給
資格決定件数

15,670 (4.7) 15,007 (1.3) 14,920

(▲ 2.3)

32,386 (4.5) 34,356 (6.8) 33,563

907 (13.0) 796 (17.6)

（＊）1,998 (1.1) （＊）2,571 (▲ 5.8) （＊）1,920

918 (9.6) 967 (5.1) 907 (6.2)

2,214 (▲ 1.0) 2,139 (▲ 0.6) 2,102 (▲ 2.6)

(8.5)

(2.7) 1,913 (▲ 2.2) 1,910 (▲ 1.7)

2,121 (4.5) 1,897 (7.5)

４５歳以上 3,445 (▲ 3.9) 3,349 (1.1)

(3.2) 3,134 (▲ 2.5) 3,202４４歳以下

3,277 (▲ 4.5) 3,248 (1.9) 3,123

(0.8)

2,113 (▲ 8.4) 2,060 (2.6) 2,154

6,382 (▲ 0.3) 6,325 (4.5)

3,506 (▲ 8.9) 3,523 (4.2) 3,566

6,951 (▲ 6.5) 6,872 (2.7) 6,843 (▲ 0.6)

1,275 (34.4)1,509

令和２年度 令和３年 参考：令和元年との比較
（前々年比）

(  月平均  ) ５月 ６月 ７月 ８月

814 (60.2) 682 (35.6)743

有効求人数 36,169 (▲ 12.4) 39,474 (22.2)

Ｒ　サービス業（他に
分類されないもの） 1,232 (▲ 16.6) 1,171 (25.0)

39,449 (21.1) 38,907 (20.5) 39,652 (18.8)

(41.8) 1,395 (12.2)

2,174 (▲ 1.7)

(15.1) 482 (▲ 4.0) 527 (▲ 1.5)

Ｐ　医療、福祉 4,174 (▲ 6.0) 4,000 (10.2)

Ｍ　宿泊業、飲食サー
     ビス業 668 (▲ 33.2) 624 (71.9)

4,750 (10.2) 4,616 (23.1) 4,055 (8.6)

(3.9)

1,408 (50.9)

H　運輸業、郵便業 488 (▲ 21.4) 523 (8.3) 517

1,159 (▲ 6.8) 1,353 (53.6) 1,474 (38.9)

Ｉ　卸売業、小売業 1,866 (▲ 11.2) 2,235 (42.5) 1,881 (20.2)

14,047 (16.7)

1,393 (30.3)

1,687 (8.2)

13,350 (10.8)

1,318 (7.4) 1,288 (13.7) 1,499 (19.2)

13,061 (▲ 10.1) 12,950 (21.4) 14,482 (18.0)

1,595 (18.9) 1,316 (3.4)

令和２年度 令和３年 参考：令和元年との比較
（前々年比）

新産業分類 (  月平均  ) ５月 ６月 ７月 ８月



４．就職の動き（パートを含む。但し、※「うち34歳以下」は臨時・季節を除く常用。）

     ８月の就職件数（パートを含む）は、前年同月に比べ4.9％減と４ヶ月ぶりの減少となった。

(単位：％)

６月 ７月 ８月

就職件数 2,623 (▲12.3) 2,672 (10.0) 2,796 (4.5) 2,383 (2.5) 2,161 (▲4.9) (▲12.4) (▲20.0) (▲13.5)

44歳以下 1,399 (▲12.4) 1,424 (4.9) 1,554 (6.4) 1,292 (1.3) 1,167 (▲6.9) (▲10.9) (▲19.6) (▲14.1)

※うち34歳以下 749 (▲12.5) 752 (1.8) 833 (6.4) 720 (▲1.5) 645 (▲8.6) (▲11.8) (▲18.6) (▲9.8)

45歳以上 1,224 (▲12.3) 1,248 (16.5) 1,242 (2.2) 1,091 (4.0) 994 (▲2.5) (▲14.1) (▲20.4) (▲12.7)

うち55歳以上 677 (▲11.1) 723 (29.3) 696 (5.5) 578 (4.3) 549 (▲1.8) (▲9.1) (▲25.0) (▲7.3)

うち65歳以上 180 (▲7.6) 248 (60.0) 216 (24.9) 166 (11.4) 165 (7.8) (0.9) (▲7.3) (7.1)

雇用保険受給者 725 (▲8.3) 746 (12.3) 851 (4.5) 687 (▲0.4) 667 (▲10.2) (▲7.1) (▲16.8) (▲8.1)

５．就業地別の求人数を用いた有効求人倍率（季節調整値）

「就業地別の求人数を用いた有効求人倍率」とは

　→実際に就業する都道府県を求人地として集計した有効求人倍率。

  なお、通常発表している都道府県の有効求人倍率は、求人を受理した場所を求人地として集計している。

○　本社が多く所在する地域では、受理地別の有効求人倍率より「就業地別の求人を用いた有効求人倍率」が

　　低い傾向がある。

○　鹿児島県の「就業地別の求人数を用いた有効求人倍率」は1.37倍で受理地別の求人倍率（1.30倍）より

　　0.07ポイント高い。

資料出所：鹿児島労働局
　　※数値は季節調整値。季節調整法は、センサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA)による。なお、令和２年12月以前の数値は、令和３年１月分公表時に新季節指数により改訂されている。
　　※有効求職者数は求職を受理したハローワークが所在する都道府県単位で集計。
　　※季節求人については受理所を就業地とみなしている。
　　※１件の求人に複数の就業地があり、就業地毎の求人数が明確でない場合、それぞれの就業地に順番に求人を割り当てて配分している。

６．完全失業率（ 全国 ）

30年平均 元年平均 ２年平均 ３年３月 ３年４月 ３年５月 ３年６月 ３年７月 ３年８月

2.4 2.4 2.8 2.6 2.8 3.0 2.9 2.8 2.8

166 162 191 188 209 211 206 191 193

※完全失業率は季節調整値 *下線部分は季節調整替え済み 資料出所：総務省統計局「労働力調査」

－ ３ －

(　)内前年同月比(％)

令和２年度 令和３年度 参考：令和元年との比較
（前々年差）

（月平均） ５月 ６月 ７月 ８月

① ② ③ ④ ⑤

有効求人数 有効求人倍率

②／① ③／① ⑤－④

⑥

有効求職者 有効求人数 就業地別 有効求人倍率 就業地別 差

0.06

９月 32,309 35,436 37,651 1.10 1.17 0.07

令和２年８月 33,195 35,340 37,475 1.10 1.16

0.06

11月 33,604 36,900 38,780 1.10 1.15 0.05

10月 32,687 35,948 38,069 1.10 1.16

0.05

令和３年１月 34,240 37,965 40,070 1.11 1.17 0.06

12月 34,148 37,148 39,022 1.09 1.14

0.06

３月 32,626 37,925 39,876 1.16 1.22 0.06

２月 32,880 37,653 39,655 1.15 1.21

0.06

５月 32,829 42,295 44,690 1.29 1.36 0.07

４月 32,813 39,751 41,678 1.21 1.27

0.07

７月 32,285 42,466 45,171 1.32 1.40 0.08

６月 32,500 41,639 43,908 1.28 1.35

0.07

　完全失業率　　（％）

　完全失業者数　（万人）

８月 32,055 41,656 44,014 1.30 1.37



７.正社員の職業紹介状況（原数値）
(   ) 内前年同月比(求人数、求職者数は％、その他はポイント)

※常用フルタイム求職者・・・・パート及び4カ月未満の臨時を希望する求職者以外の求職者

８.令和３年度　鹿児島労働局　安定所別　有効求人倍率（原数値） ※パートタイムを含む　様式３

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 年度計

有効求職 13,822 13,720 13,462 12,917 12,909 66,830
有効求人 16,524 16,143 16,059 15,740 16,132 80,598
求人倍率 1.20 1.18 1.19 1.22 1.25 1.21
有効求職 4,427 4,282 4,186 3,869 3,802 20,566
有効求人 6,016 6,041 5,900 5,826 5,968 29,751
求人倍率 1.36 1.41 1.41 1.51 1.57 1.45
有効求職 2,281 2,239 2,212 2,118 2,085 10,935
有効求人 2,979 3,057 2,857 2,917 3,106 14,916
求人倍率 1.31 1.37 1.29 1.38 1.49 1.36
有効求職 1,682 1,589 1,534 1,342 1,310 7,457
有効求人 2,316 2,300 2,359 2,204 2,182 11,361
求人倍率 1.38 1.45 1.54 1.64 1.67 1.52
有効求職 464 454 440 409 407 2,174
有効求人 721 684 684 705 680 3,474
求人倍率 1.55 1.51 1.55 1.72 1.67 1.60
有効求職 4,520 4,339 4,134 4,002 3,988 20,983
有効求人 5,479 5,268 5,247 5,410 5,375 26,779
求人倍率 1.21 1.21 1.27 1.35 1.35 1.28
有効求職 3,127 2,978 2,867 2,807 2,818 14,597
有効求人 3,801 3,611 3,570 3,726 3,732 18,440
求人倍率 1.22 1.21 1.25 1.33 1.32 1.26
有効求職 1,393 1,361 1,267 1,195 1,170 6,386
有効求人 1,678 1,657 1,677 1,684 1,643 8,339
求人倍率 1.20 1.22 1.32 1.41 1.40 1.31
有効求職 4,045 3,972 3,860 3,610 3,620 19,107
有効求人 4,201 3,982 4,051 4,052 4,184 20,470
求人倍率 1.04 1.00 1.05 1.12 1.16 1.07
有効求職 1,507 1,462 1,418 1,332 1,332 7,051
有効求人 1,638 1,529 1,537 1,519 1,550 7,773
求人倍率 1.09 1.05 1.08 1.14 1.16 1.10
有効求職 1,609 1,570 1,563 1,442 1,444 7,628
有効求人 1,501 1,423 1,458 1,472 1,573 7,427
求人倍率 0.93 0.91 0.93 1.02 1.09 0.97
有効求職 929 940 879 836 844 4,428
有効求人 1,062 1,030 1,056 1,061 1,061 5,270
求人倍率 1.14 1.10 1.20 1.27 1.26 1.19
有効求職 5,771 5,499 5,393 5,034 4,991 26,688
有効求人 5,889 5,592 5,766 5,399 5,511 28,157
求人倍率 1.02 1.02 1.07 1.07 1.10 1.06
有効求職 5,087 4,899 4,775 4,470 4,419 23,650
有効求人 5,040 4,771 4,918 4,558 4,679 23,966
求人倍率 0.99 0.97 1.03 1.02 1.06 1.01
有効求職 684 600 618 564 572 3,038
有効求人 849 821 848 841 832 4,191
求人倍率 1.24 1.37 1.37 1.49 1.45 1.38
有効求職 699 743 804 767 736 3,749
有効求人 822 804 815 806 813 4,060
求人倍率 1.18 1.08 1.01 1.05 1.10 1.08
有効求職 2,020 1,801 1,724 1,608 1,586 8,739
有効求人 2,009 1,644 1,611 1,674 1,669 8,607
求人倍率 0.99 0.91 0.93 1.04 1.05 0.98
有効求職 35,304 34,356 33,563 31,807 31,632 166,662
有効求人 40,940 39,474 39,449 38,907 39,652 198,422
求人倍率 1.16 1.15 1.18 1.22 1.25 1.19

鹿児島地域 ・・・鹿児島 北薩地域 ・・・川内、出水、宮之城 大隅地域 ・・・鹿屋、大隅 南薩地域 ・・・加世田、伊集院、指宿

姶良地域 ・・・国分、大口 熊毛地域 ・・・熊毛 奄美地域 ・・・名瀬
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鹿屋

大隅

南薩地域
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※地域別：安定所の管轄区分

県計

指宿

姶良地域

国分

大口

熊毛地域

奄美地域

(18.5)

(0.10)0.88

(▲ 0.10) 1.08 (0.19)

(0.09)

1.06(0.16)1.02 (0.18)

(22.0)(▲ 6.4) 19,418

0.88

18,318(▲ 1.1)18,362(2.6)19,166(4.4)19,729(3.5)

57.7% (▲ 1.6) 57.9%(▲ 1.2)57.1%(▲ 1.3)57.4%(▲ 0.6)

８月７月

(0.27)

(22.8)

６月

正社員新規求人数 6,184 (▲ 4.7) 6,284

令和２年度

５月(  月平均  )

(0.04)

(19.0)

1.54 (0.22)

令和３年

(▲ 1.1)

(0.6)49.9% (2.0)

7,224

1.77 (0.37)

(▲ 0.5) 59.7% (▲ 1.3)

(▲ 4.5) 3,975

60.3% (▲ 2.6)

48.5%

62.8%

(▲ 2.9)4,082

(▲ 1.6) 48.6%

(12.1)

1.63 (0.13)

有効常用フルタイム
求職者数

全新規求職者における
構成比

正社員新規求人倍率 1.44

61.6% (▲ 0.6)

48.3% (3.0)

19,811

1.77

(18.7)

6,813 (12.8) 6,488

0.82 (▲ 0.02) 0.85 (0.04)

49.9%

3,850

19,167

48.6% (▲ 0.5) 49.7%

0.83 (▲ 0.29)

正社員有効求人倍率 0.91

17,486 (20.8) 19,591

0.97 (0.13)

(▲ 1.8)

全新規求人における
構成比 47.3% (2.6) 48.5% (▲ 1.0)

全求職者における
構成比 59.1%

19,135 (▲ 2.9)

新規常用フルタイム
求職者数 4,283 (▲ 7.4) 4,069 (1.9)

(▲ 0.8) 50.0% (▲ 0.1)

(2.7)

正社員有効求人数

全有効求人における
構成比

59.2%

(0.4)

全　　国



鹿児島労働局
有　効　求　人 有効求人倍率

性　計 男 女 性　計 性　計
職業計 31,324 13,764 17,537 37,064 1.18
管理的職業 63 60 3 108 1.71
専門的・技術的職業 4,552 1,472 3,078 8,900 1.96
開発技術者 71 70 1 92 1.30
製造技術者 307 221 86 154 0.50
建築・土木・測量技術者 170 163 7 1,300 7.65
情報処理・通信技術者 255 218 37 286 1.12
その他の技術者 14 13 1 31 2.21
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 58 11 47 194 3.34
保健師、助産師、看護師 1,430 61 1,369 2,617 1.83
医療技術者 338 141 195 914 2.70
その他の保険医療の職業 290 77 213 421 1.45
社会福祉の専門的職業 891 141 750 2,450 2.75
美術家、デザイナー、写真家、映像 261 132 129 116 0.44
その他の専門的職業 467 224 243 325 0.70
事務的職業 7,294 1,828 5,463 3,318 0.45
一般事務の職業 6,547 1,447 5,098 2,479 0.38
会計事務の職業 324 155 169 260 0.80
生産関連事務の職業 83 50 33 186 2.24
営業・販売関連事務の職業 190 86 103 265 1.39
外勤事務の職業 9 8 1 15 1.67
運輸・郵便事務の職業 34 25 9 74 2.18
事務用機器操作の職業 107 57 50 39 0.36
販売の職業 1,893 832 1,057 3,661 1.93
商品販売の職業 1,337 350 983 2,538 1.90
販売類似の職業 27 16 11 40 1.48
営業の職業 529 466 63 1,083 2.05
サービスの職業 4,056 1,257 2,795 8,619 2.13
家庭生活支援サービスの職業 6 1 5 13 2.17
介護サービスの職業 1,442 418 1,024 3,657 2.54
保健医療サービスの職業 211 24 187 733 3.47
生活衛生サービスの職業 245 29 216 477 1.95
飲食物調理の職業 1,093 387 703 2,019 1.85
接客・給仕の職業 655 214 440 1,240 1.89
居住施設・ビル等の管理の職業 119 114 5 50 0.42
その他のサービスの職業 285 70 215 430 1.51
保安の職業 145 142 3 630 4.34
農林漁業の職業 461 334 127 904 1.96
生産工程の職業 2,133 1,411 720 4,418 2.07
金属関係の制御・監視 16 15 1 12 0.75
金属を除く制御・監視 44 32 12 73 1.66
機械組立の制御・監視 33 29 4 67 2.03
金属関係の製造等 157 139 18 429 2.73
金属を除く製造・加工 965 525 438 2,286 2.37
機械組立 438 336 102 456 1.04
機械整備・修理 165 165 0 556 3.37
金属関係の製品検査 19 6 13 24 1.26
金属を除く製品検査 19 8 11 66 3.47
機械検査の職業 88 32 56 249 2.83
生産関連・生産類似の職業 189 124 65 200 1.06
輸送・機械運転の職業 909 894 15 1,593 1.75
鉄道運転の職業 1 1 0 0 0.00
自動車運転の職業 686 672 14 1,208 1.76
船舶・航空機運転の職業 5 5 0 6 1.20
その他の輸送の職業 61 60 1 33 0.54
定置・建設機械運転の職業 156 156 0 346 2.22
建設・採掘の職業 513 507 6 2,276 4.44
建設躯体工事の職業 48 48 0 421 8.77
建設の職業（建設躯体工事の職業 134 133 1 524 3.91
電気工事の職業 92 90 2 321 3.49
土木の職業 235 232 3 997 4.24
採掘の職業 4 4 0 13 3.25
運輸・清掃・包装等の職業 4,780 2,664 2,112 2,637 0.55
運搬の職業 686 591 95 860 1.25
清掃の職業 770 303 467 997 1.29
包装の職業 74 22 52 130 1.76
その他の運搬・清掃・包装等の職 3,250 1,748 1,498 650 0.20
分類不能の職業　　　 4,525 2,363 2,158 0 0.00
※常用＋常用的パートタイム

職業別常用有効求人・有効求職状況

３年　　８月
有　　　効　　　求　　　職

TYPJJS
タイプライターテキスト
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

118,431 112,090 107,906 100,264 98,957 94,266 89,184 83,406

在職者(常用） 27,504 27,914 28,178 26,841 28,602 26,437 25,143 23,032

雇用保険受給者 32,645 29,889 29,337 26,975 26,983 26,131 24,196 22,196

特定求職者 58,282 54,287 50,391 46,448 43,372 41,698 39,845 38,178

0.72 0.78 0.89 1.06 1.23 1.32 1.33 1.12

※ グラフ内の％は、新規求職者全数に占める割合。
※ 新規求職者数のうち、在職者及び雇用保険受給者は新規常用求職者。
※ 特定求職者は、新規求職者数から在職者と雇用保険受給者を除いたものを目安として計上。

有効求人倍率

年度別　新規求職者・有効求人倍率の推移

新規求職者数
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職業安定部訓練室

注１．H23年度は10月開始のため下半期分。

注２．就職率は、訓練修了3ヶ月後における雇用保険適用の就職件数に基づいた厚生労働省提供データにより算出。

　　　　H26年度までは当該年度に開講したコース、H27年度からは当該年度に終了したコース分の修了者数等を基に算定。

※R2年度の就職者数及び就職率は、R3年1月までに終了したコース分について、R3年9月27日時点で算定。

※雇用保険適用就職状況については、訓練終了後３カ月以内に就職した者について訓練終了後６カ月経過する

　時点まで追跡確認する。

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

認定計画枠 2,700 3,900 3,100 1,900 1,230 1,110 820 620 630 1,167 1,214
認定人数 1,434 3,419 2,614 1,623 1,217 939 739 594 693 739 474
受講者数 761 1,489 1,127 712 551 440 401 394 366 391 172
就職者数 543 1,163 871 532 417 298 221 226 185 150 -
就職率(基礎)% 75.4 81.6 84.3 52.5 58.8 48.1 64.8 60.2 63.2 45.5 -
就職率(実践)% 75.7 83.4 80.9 59.6 61.3 66.9 60.7 65.6 62.0 59.9 -

年度別　求職者支援訓練実施状況の推移

※R2年度の年間計画数は、新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急経済対策により、認定上限値が拡充されたことに伴い、計画変
更を行った数値に基づくもの

資料１－３
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年度別　求職者支援訓練実施状況（訓練実施機関数の推移）

職業安定部訓練室

注１．H23年度は10月開始のため下半期分。

※R2年度の就職者数及び就職率は、R3年1月までに終了したコース分について、R3年9月27日時点で算定。

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
認定計画枠 2,700 3,900 3,100 1,900 1,230 1,110 820 620 630 1,167 1,214
認定人数 1,434 3,419 2,614 1,623 1,217 939 739 594 693 739 474
受講者数 761 1,489 1,127 712 551 440 401 394 366 391 172
就職者数 543 1,163 871 532 417 298 221 226 185 150 -
訓練実施機関数 33 50 35 25 19 16 12 10 11 9 7

※R2年度の年間計画数は、新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急経済対策により、認定上限値が拡充されたことに伴い、計画変更を行った数値に
基づくもの
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令和３年度における鹿児島県職業訓練実施計画 

 

令和３年４月７日 

 

 

 

第一 総則 

一 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働者

の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に対

する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労

働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。このため、都道府県、事業主等が

行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、

職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号。以下「能開法」という。）第 16 条第１項

の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）

において実施する職業訓練（能開法第 15条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練

（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓練の

実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号。以下「求

職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練

（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十分な職業能力

開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期間」と

いう。）中における公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）

の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の実施を通じて、職業の安定、労働者

の地位の向上等を図るものである。また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する

際に、都道府県労働局、公共職業安定所、地方公共団体等関係機関との連携を図り、効

率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図るものとする。 

 

二 計画期間 

  計画期間は、令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までとする。 

 

三 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

第二 労働市場の動向と課題等 

一 労働市場の動向と課題 

近年、日本経済は緩やかな回復基調にあり、雇用情勢は着実に改善していたが、新型コ
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ロナウイルス感染症の影響により令和２年第１四半期の国内総生産において戦後最大の落

ち込みが生じるなど、今後も、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響により一層

注意する必要がある。 

他方で、少子高齢化・人口減少社会が進展する中、我が国の持続的な経済成長のために

は、働き方改革の推進等を通じた非正規雇用労働者の処遇改善、長時間労働の是正、安全

で健康に働くことができる職場づくり、柔軟な働き方がしやすい環境整備、賃金引き上げ

のための支援、雇用吸収力、付加価値の高い産業への転換・再就職支援、人材育成の強化・

人材確保対策・地方創生の推進などにより、労働環境の整備・生産性の向上を図ることが

喫緊の課題である。 

こうした中、いわゆる就職氷河期世代は、現在、30 代半ばから 40 代半ばに至っている

が、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、様々な課題に直面している者

がおり、就職氷河期世代が抱える固有の課題（希望する就業とのギャップ、実社会での経

験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援が求められてい

る。 

また、企業が付加価値の高い分野又は医療・情報通信分野等の今後成長が見込まれる分

野への展開を図ることが重要であり、そのために必要となる人材の育成を行っていけるよ

う、公的職業訓練のあり方を不断に見直していくことが重要である。とりわけ、Society5.0

に向けた経済・社会の構造変化が進む中で、第 4次産業革命（IoT、ロボット、ビッグデー

タ、AI 等）の進展による技術革新に対応する人材の育成が求められている。 

このため、これらの課題等に的確に対応するため、ＩＴ理解・活用力を習得する訓練を

はじめとする離職者の再就職の実現に資する公的職業訓練を実施するとともに、産業界や

地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・

提供することが重要である。 

特に、若年者については、完全失業率が年齢計に比べて相対的に高水準で推移し、フリ

ーターの数については、令和元年で 138 万人と６年連続で減少している一方、フリーター

と同属性の 35～44 歳の層は平成 24 年以降 50 万人～60 万人台の水準で推移している。ま

た、ニートである若年者もいまだ多い状況となっている。こうしたことから、今後の我が

国の社会を支えていく若年者が職業能力を高めることができるよう、若年者にとって良好

な雇用機会の創出やその育成のための施策を重点的に実施する必要がある。あわせて、能

開法第 15 条の４第１項に規定する職務経歴等記録書（以下「ジョブ・カード」という。）

を活用し、若年者の職業能力向上を図り、安定的な雇用への円滑な移行を促進することが

重要である。 

また、女性については、出産・子育ての時期にある年齢層の就業率が低い状況にあり、

女性の活躍を促進するため、出産等でキャリアを中断した女性の再就職を支援することが

重要である。 

人生 100 年時代を迎え、より長いスパンで個々人の人生の再設計が可能となる社会を実

現するため、何歳になっても学び直し、職場復帰及び転職が可能となるリカレント教育を

拡充していくことが求められている。高齢者については、現に 60 歳を過ぎても多くの者が
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就業しており、年齢に関わりなくいつまでも働き続けたいという者も多い状況にある中で、

70 歳までの就業機会の確保に向けて、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46年

法律第 68号）の改正により、高年齢者就業確保措置に係る努力義務が規定されたこと等を

踏まえれば、生涯現役社会の実現に向けて、高齢者の継続雇用や再就職に向けた職業能力

開発施策を一層充実させていくことが重要である。 

また、我が国の基幹的な産業であるものづくり現場を支えてきた熟練技能者が、徐々に

職業生活からの引退過程を迎えているため、ものづくり現場を支える熟練した技能及びこ

れに関する知識が若年者に円滑に継承されるよう、当該現場の戦力となる人材の育成を図

ることが重要であるとともに、産業界や地域の人材ニーズに合わせて在職者の生産性の向

上を図っていくことが求められる。 

このため、事業主等による多様な職業能力開発を一層推進するほか、公共職業能力開発

施設においては、職業訓練指導員を派遣する等、事業主等による職業能力開発を支援する

とともに、中小企業事業主等の人材ニーズに対応した公的職業訓練及びものづくり現場の

戦力となる若年技能労働者の育成を一層推進する必要がある。 

さらに、我が国の産業構造や資源には地域特性があることから、地域のニーズを踏まえ

た公的職業訓練を実施することが必要である。 

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加しており、障害者の

障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、一層の環境整備が求められるとともに、

人生 100 年時代の到来による職業人生の長期化を踏まえ、今後は雇入れ後のキャリア形成

支援を進めていく必要がある。また、障害者の福祉から就労への移行を促進するため、障

害者雇用促進施策と障害者福祉施策が連携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズに即し

た職業能力開発を推進し、障害者の職業の安定を図る必要がある。 

母子家庭等支援施策、生活保護制度や生活困窮者の自立支援施策については、母子家庭、

父子家庭、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定により保護を受けている世帯や生

活困窮者（生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）第３条第１項に規定する生活

困窮者をいう。以下同じ。）の自立・就労を支援する必要性が高まっていることから、地方

公共団体等関係機関との連携により、母子家庭の母、父子家庭の父、生活保護法第６条第

１項に規定する被保護者や生活困窮者に対する職業能力開発を含めた就労支援を推進する

ことが必要である。 

 

二 令和２年度における公的職業訓練をめぐる状況 

令和２年度の新規求職者は令和３年 1月末現在で 67,954 人であり、そのうち、求職者支

援法第２条に規定する特定求職者に該当する可能性のある者の数は令和３年１月末現在で

31,572 人であった。 

そうした中、令和２年度の公的職業訓練の受講者数は、公共職業訓練（離職者訓練）に

ついては、令和３年１月末現在で 1,526 人（県 1,186 人、機構 340 人）であり、求職者支

援訓練については、同１月末現在で 310人であった。 

また、令和２年度の就職率は、公共職業訓練（離職者訓練）の施設内訓練（公共職業能
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力開発施設内で実施する訓練をいう。以下同じ。）が 90.6％、委託訓練が 79.4％、求職者

支援訓練の基礎コースが 40.0％、実践コースが 55.1％であった。 

注）施設内訓練は令和２年８月末までの、委託訓練は同年７月末までの訓練修了後３箇月

の就職率、求職者支援訓練の基礎コース及び実践コースは同年４月末までの訓練修了者

等の訓練修了後３箇月の雇用保険適用就職率である。 

さらに、在職者訓練の受講者数は、令和３年１月末現在で 411 人（県 30人、機構 381

人）であり、学卒者訓練については、同年１月末現在で 255 人（県 113人、機構 142 人）

であった。 

 

第三 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

離職者を対象とする公的職業訓練については、人材不足が深刻な分野、成長が見込ま

れる分野等における人材育成に重点を置きつつ実施する。 

また、公的職業訓練が計画的かつ効果的に実施できるよう、引き続き、地域の関係者

が連携・協力関係を強化するための連絡・協議の場を設けるとともに、産業界・教育訓

練機関団体等の協力も得ながら、職業能力評価制度、民間教育訓練機関における職業訓

練サービスガイドライン等の更なる整備及び普及も進めていくこととする。 

さらに、令和２年５月からは公共職業訓練の全ての課程について、令和３年２月から

は求職者支援訓練について、同時双方向型によるオンラインによる訓練の実施が可能と

したところであり、実施状況や訓練効果等を踏まえながら、引き続きオンラインによる

訓練の実施を推進していくこととする。 

 

一 公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数等 

(1)対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する離職者訓練の対象者数は、2,331 人（県 1,917 人、機構 414

人）とする。 

離職者訓練の対象者数のうち、機構 414 人については、施設内訓練として実施する

ものとする。施設内訓練のうち、機構 24 人については、企業実習と座学を一体的に組

み合わせた訓練（以下「日本版デュアルシステム」という。）として実施するものとす

る。 

また、離職者訓練の対象者数のうち、県 1,917 人については、委託訓練として実施

するものとする。委託訓練については、人材不足が深刻な建設、保育、介護等の分野

や、今後成長が見込める医療、情報通信分野等において充実を図るものとし、その対

象者数のうち、県 135 人については実践的職業能力の付与が必要な者に対する日本版

デュアルシステムとして、それぞれ実施するものとする。 

就職率は施設内訓練で 80％、委託訓練で 75％を目指す。 

 

(2)離職者訓練の内容 

離職者訓練については、職業能力に係る労働力需給のミスマッチを解消するため、知
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識の付与及び実習による技能の習得など、訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練機関

を活用した多様な職業能力開発の機会を都道府県又は市町村が能開法第 16 条第１項又

は第２項の規定に基づき設置する施設（障害者職業能力開発校を除く。）において実施す

る職業訓練との役割分担を踏まえつつ提供し、地域における離職者等の多様な就業ニー

ズ及び企業の人材ニーズに応じた支援を実施するものとする。 

施設内訓練として実施する職業訓練については、民間教育訓練機関では実施できない

ものづくり分野において実施する。なお、ものづくり分野の IoT 技術等第４次産業革命

の進展に対応した職業訓練の実施にも取り組む。 

また、雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親、刑務所を出所し

た者、定住外国人等特別な配慮や支援を必要とする求職者に対して、それぞれの特性に

応じた職業訓練を実施するものとする。出産・育児を理由とする離職者については、育

児と職業訓練の両立を支援するため、短時間の訓練コース及び託児サービス付き訓練コ

ースの設定を推進する。あわせて、多様な民間教育訓練機関等を活用し、育児中の女性

等のリカレント教育に資する職業訓練を実施し、早期就職を支援する。さらに、これま

で能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象とした国家資格の取得等

を目指す長期の訓練コースについては、対象となる者の受講促進に努め、正社員就職に

導くことができる充実した訓練の実施を一層推進する。 

また、第４次産業革命による産業構造の変化や人材の流動化に対応するため、これか

ら社会人として標準的に習得を求められるＩＴ理解・活用力を習得する訓練、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により人材確保がより困難となっている介護分野の訓練を推進

するほか、地域レベルのコンソーシアムにより開発した職業訓練の設定促進を図る。 

 

(3)効果的な離職者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練コースの見直しを行うものとする。離職

者訓練の訓練コースのうち、定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについて

は、その原因の把握及び分析を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、当該離職

者訓練の受講者に対し、公共職業安定所との連携強化の下、ジョブ・カードを活用した

キャリアコンサルティング（能開法第 2 条第 5 項のキャリアコンサルティングをいう。

以下同じ。）、求人情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

また、安定的な雇用への円滑な移行を実現するためには、これまで以上に高い職業能

力が求められることから、就職の実現に必要とされる知識・技能を習得するための長期

間の訓練を積極的に設定することで、就職率の向上を図るものとする。 

さらに、訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、都道府県労働局と都道府県等

で受講者の就職状況等の共有を図り、訓練修了時点で就職が決まらない可能性のある受

講生に対しては、訓練修了前から公共職業安定所に誘導するなど就職支援の徹底を図る。 

委託訓練については、就職実績に応じた委託費の支給を行うほか、都道府県労働局、

地方公共団体、労使団体等関係機関の協働により、産業界や地域の人材ニーズに即した

訓練カリキュラムの開発・検証等を推進することにより、就職率の向上を図るものとす
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る。 

 

二 公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数等 

(1) 対象者数 

計画期間中に実施する在職者訓練の対象者数は、710 人（県 70 人、機構 640 人）とす

る。このほか、民間人材を活用した企業の生産性向上のための支援については 620 人を

対象とする。 

 

(2) 在職者訓練の内容 

在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に対応する

高度な技能及びこれに関する知識を習得させる真に高度な職業訓練であって、都道府県

等又は民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施するものとする。な

お、第４次産業革命に対応して IoT 技術等に対応した職業訓練の実施に取り組む。 

また、能開法第 15条の７第１項第４号に規定する職業能力開発促進センター（ポリテ

クセンター）等に設置した生産性向上人材育成支援センターによる在職者訓練のコーデ

ィネート、生産性向上に必要な生産管理、ネットワークやデータ処理等のＩＴ利活用に

よる業務改善や情報セキュリティ対策等を習得するための事業主支援等を行い、民間人

材等を活用した在職者向けの訓練を拡充することにより、中小企業等の労働生産性向上

等に向けた人材育成を支援する。併せて、70 歳までの就業機会の確保に向けた中高年齢

者に対する訓練を実施する。 

 

(3) 効果的な在職者訓練の実施のための取組 

地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、真に必要とされている在職者

訓練の訓練コースの設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等の具体的なニーズに

即した実施方法等により行うものとする。 

 

三 公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数等 

(1) 対象者数 

計画期間中に実施する学卒者訓練の対象者数は、430 人（県 290 人、機構 140 人）と

する。学卒者訓練の対象者数のうち、機構 140 人については専門課程による公共職業訓

練として、県 290 人については普通課程による公共職業訓練として、それぞれ実施する

ものとする。 

 

(2) 学卒者訓練の内容 

学卒者訓練については、新規高等学校卒業者等を対象に、ものづくりの現場の戦力と

なる高度な実践技能者の育成を図るため、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習

得させることを目的とした比較的長期間の公共職業訓練を実施するものとする。なお、

第４次産業革命の進展に対応するため、特に、ロボット技術を活用した生産システムの
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構築、運用管理等ができる人材を養成するための職業訓練の実施にも取り組む。 

 

(3) 効果的な学卒者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練コースの見直しを行うものとする。学卒

者訓練の訓練コースのうち、定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについて

は、その原因の把握及び分析を行った上で、その内容等の見直しを図るものとする。 

また、低所得世帯の者に対し、経済的負担を軽減することにより、職業に必要な技能・

技術・知識を習得する機会の強化を図るため、学卒者訓練における支援措置を実施する。 

 

四 障害者等に対する公共職業訓練の対象者数等 

(1) 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する障害者等に対する公共職業訓練の対象者数は、185 人とする。 

障害者等に対する公共職業訓練の対象者数のうち、100 人については、施設内訓練と

して、85人については、委託訓練として実施するものとする。 

また、就職率は施設内訓練で 70％、委託訓練で 55％を目指す。 

 

(2) 障害者等に対する公共職業訓練の内容 

障害者職業能力開発校においては、精神障害者を始めとする職業訓練上特別な支援を

要する障害者を重点的に受け入れて、個々の受講者の障害の特性等に応じた公共職業訓

練を一層推進するものとする。 

また、都道府県が能開法第 16 条第１項の規定に基づき設置する職業能力開発校におい

て、精神保健福祉士等の配置、精神障害者等の受け入れに係るノウハウの普及や対応力

の強化に取り組むことにより、精神障害者等を受け入れるための体制整備に努める。 

さらに、民間企業等に対して委託する障害者委託訓練の設定については、就職に結び

つきやすい実践能力習得訓練コースに重点を置き、精神障害者向けの訓練コース設定を

促進しつつ、委託元である都道府県が関係機関と連携を図り、対象となる障害者の確保、

法定雇用率が未達成である企業や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託先の新

規開拓に取り組む。また、障害者委託訓練のうち知識・技能習得訓練コースにおいて就

職した場合の経費の追加支給を実施するなど、訓練内容や就職支援の充実を図りながら、

引き続き推進するものとする。 

 

(3) 障害者に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組 

障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練コースの見直しを行うものと

する。障害者に対する公共職業訓練の訓練コースのうち、定員の充足状況や修了者の就職

実績が低調なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、その内容等の見直

しを図るほか、当該公共職業訓練の受講者に対し、公共職業安定所等との連携強化の下、

当該公共職業訓練の開始時から計画的な就職支援を実施し、就職率の向上を図るものとす

る。 
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また、地域における雇用、福祉、教育等の関係機関と連携を図りながら職業訓練を推進

するとともに、平成 28年７月に取りまとめた「職業能力開発施設における障害者職業訓練

の在り方について」（障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会報告書）を踏まえた取

組を推進する。 

 

五 求職者支援訓練の対象者数等 

(1) 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、新型コロナウイルス感染症が雇用

に与える影響も懸念されることから、非正規雇用労働者自営廃業者等の雇用保険の基本手

当を受けることができない者に対する雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよ

う、705 人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模 1,214 人を上限とする。 

また、雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を目指す。 

注 平成 26 年４月に開講した職業訓練コースから雇用保険適用就職率を目標設定に用

いている。 

 

(2) 求職者支援訓練の内容 

求職者支援訓練については、基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的

能力を習得する職業訓練（実践コース）を設定する。 

その際、デジタル分野等の成長分野や新型コロナウイルス感染症の影響により人材確保

がより困難となっている介護等の分野・職種に重点を置くとともに、地域における産業の

動向及び求人ニーズを踏まえたものとする。育児中の女性等で再就職を目指す者、東日本

大震災の被災者、未就職のまま卒業することとなった新規学卒者、コミュニケーション能

力等の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者等の不安定就労者、就職氷河期世

代の者のうち不安定な就労に就いている者や無業状態の者など、対象者の特性・訓練ニー

ズに応じた職業訓練の設定にも努めることとする。特に出産・育児を理由とする離職者に

ついては、育児と職業訓練の両立を支援するため、短時間の訓練コース及び託児サービス

付き訓練コースの設定を推進する。 

訓練認定規模は、次のとおりとする。 

イ 基礎コース 訓練認定規模の 40％程度 

ロ 実践コース 訓練認定規模の 60％程度 

うち介護系                          20％ 

       医療事務系                         20％ 

      情報系                             10％ 

営業・販売・事務系               22％ 

その他の成長分野、人手不足分野等   20％ 

地域ニーズ枠（農業分野・離島振興枠） 8％ 

  ※ 地域ニーズ枠とは、より安定した就職の実現に資するよう、各地域の状況や工夫に

応じて主体的に独自の訓練分野、特定の対象者又は特定の地域を念頭に置いた訓練等

- 8 -



 

 

を設定するとしており、鹿児島県においては、農業分野及び離島振興枠を 8％に設定

する。 

求職者支援訓練のうち、次の値を上限として地域職業訓練実施計画で定めた割合以下の

範囲で当該都道府県で求職者支援訓練に新規参入となる職業訓練を認定する。 

イ 基礎コース 30％  

ロ 実践コース 30％  

注）求職者支援訓練は、地域職業訓練実施計画に則して、４半期ごとに認定するものとす

る。 

申請対象期間の設定数を超える認定申請がある場合は、次のとおり認定するものとす

る。 

イ 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから認定するものとする。 

ロ イ以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定するものとす

る。 

注）その他、以下の点も踏まえて、訓練の認定を行うものとする。 

(ｲ) 本県の訓練認定規模を超えてはならないこと。 

(ﾛ) 新規参入枠は右に掲げた値を超えてはならないこと及び全く新規参入枠を設定しな

いものとしてはならないこと。ただし、地域ニーズ枠については、全て新規参入枠と

することも可能とすること。また、一の申請対象期間における新規参入枠以外の設定

数（以下「実績枠」という。）に対する認定申請が、当該実績枠の上限を下回る場合は、

当該実績枠の残余を、当該申請対象期間内の新規参入枠とすることも可能とすること。 

 

第四 公的職業訓練の実施に当たり留意すべき事項等 

一 関係機関との連携 

公的職業訓練全体の訓練規模、分野及び時期において公的職業訓練の機会及び受講者

を適切に確保するとともに、公的職業訓練を効果的に実施し、訓練修了者の就職を実現

していく上で、国及び都道府県の関係行政機関はもとより、地域の訓練実施機関の団体、

労使団体等の幅広い理解・協力が求められる。また、その際、訓練カリキュラム等の見

直しも含め、訓練の実施結果や地域の人材ニーズを踏まえた改善のための不断の取組が

必要である。 

このため、令和３年度においても、地域訓練協議会を開催して、関係者の連携・協力

の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実効ある職業訓練の推進に資することとする

ほか、地域の産業ニーズを踏まえて訓練内容の検討を行うワーキングチームを開催する。 

また、公共職業能力開発施設は、公共職業訓練を実施するに当たっては、都道府県労

働局、公共職業安定所、地方公共団体、労使団体等関係機関により構成される協議の場

を活用し、人材ニーズに応じた効果的な職業訓練が質及び量の両面において十分に実施

されるよう検討、協議及び必要な調整を行うものとする。 

さらに、公共職業能力開発施設は、都道府県労働局及び公共職業安定所と連携し、公

共職業訓練の受講者の就職支援を実施するものとする。 
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二 公的職業訓練の受講生の能力及び適性に応じた公的職業訓練の実施 

ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、労働者のキャリア形成に

資する情報提供及び相談援助を行い、公的職業訓練の受講者の能力及び適性に応じた公

的職業訓練を実施するものとする。 

このほか、公的職業訓練におけるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティン 

グの着実な実施等に資するため、関係機関とも連携の上、説明会等の様々な機会を活用

して周知を図る。 
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○委託訓練 ○学卒者訓練

1,782 自動車工学科 20

うち母子家庭の母等を対
象とした訓練 20 機械整備科 10

135 金属加工科 20

1,917 建築工学科 20

室内造形科 20

○在職者訓練 情報処理科 20

定員 メカトロニクス科 20

70 鹿屋 電気設備科 20

150

○障害者訓練

　施設内訓練

訓練対象
訓練期間

定員 　委託訓練

建築設計科 高卒１年 20 コース 訓練科 定員

高卒１年 20 パソコン事務科 67

ＯＡ事務科 高卒１年 20
介護サービス科
(初任者研修)

10

情報電子科 高卒１年 10 就業実務科 5

義肢福祉用具科 高卒１年 10
実践能力習得
訓練コース 個別事業主 3

アパレル科 中卒１年 10 85

造形実務科 中卒１年 10

100

委託
訓練

訓練科目

雇用セーフティーネット対策事業

ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ科

知識・技能
習得訓練
コース

令和３年度計画

合計

合計

定員

訓練内容

技能検定実技準備講習等

校　名 訓 練 科 名 定員

吹上

宮之城

姶良

合計

区　　　　　　　　　分

合計

若年者就職支援デュアルシステ
ム（職場実習付き訓練）
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令和３年度計画

介護福祉士養成科(2年生) 24 9 (3)

介護福祉士養成科(1年生) 24 18 (3)

保育士養成科(2年生) 24 15 (1)

保育士養成科(1年生) 24 12 (2)

職業実践専門課程科(美容師)(2年生) 24 3 (1)

職業実践専門課程科(美容師)(1年生) 24 6 (1)

栄養士養成科(2年生) 24 6 (1)

栄養士養成科(1年生) 24 6 (1)

調理師養成科(2年生) 24 7 (1)

調理師養成科(1年生) 24 6 (1)

歯科技工士養成科(2年生) 24 5 (1)

歯科技工士養成科(1年生) 24 6 (1)

美容師養成科(2年生) 24 9 (1)

美容師養成科(1年生) 24 6 (1)

介護・福祉科（実務者研修） 6 184 (8)

介護・福祉科（初任者研修） 3 102 (5)

介護職員養成科 3 80 (4)

パソコン・基礎科等 3 646 (28)

ITビジネス科【WEBデザイン】 3 96 (4)

パソコン・簿記初級科 3 48 (2)

ＩＴビジネス科(会計事務コース) 3 48 (2)

ＩＴビジネス科(総合コース) 6 96 (4)

ITビジネス科【宅建コース】 6 24 (1)

医療事務科 3 148 (7)

ビジネス実務科　※離職者対象 3 28

ビジネス実務科　※母子家庭の母等対
象

3 20

ファッションビジネス科 6 10 (1)

ショップマネジメント科 3 48 (2)

観光ビジネス科 6 40 (2)

スポーツビジネス科 6 15 (1)

農業人材育成科 6 20 (1)

3 15 (1)

－ 1,782 (94)

ＩＴスキルアップ科(新規学卒未就職者) 5 24 (1)

ＩＴスキルアップ科 5 24 (1)

ＩＴ広告デザイン科 5 72 (3)

4 15 (1)

－ 135 (6)

－ 1,917 (100)

※　託児定員１００人（１２コース），１コースの託児定員は５人～１０人

区分 訓練科名 期間
(月)

定員(コース
数)

令和３年度

離職者訓練（県）

計（コース数）

介護
福祉

雇
用
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
対
策
事
業

ＩＴ
関連

長期
高度
人材
育成
コー
ス

調理加工科

(2)

若
年
者
就
職
支
援

デ
ュ

ア
ル
シ
ス
テ
ム

ＩＴ
関連

調理加工科

計（コース数）

合計
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○離職者訓練

訓練科名 回数 備考

テクニカルオペレーション科 18×4

ＣＡＤものづくりサポート科 22×２

金属加工科 16×4

電気設備技術科 18×2

住環境計画科 18×4

ビル管理技術科 18×4

電気設備技術科（ＤＳ） 12×2

テクニカルメタルワーク科（ＤＳ）

小計 -

橋渡し訓練

合計 -

単位：人

○在職者訓練

機械系 電気・電子系 居住系 計 機械系 電気・電子系 計 合計

レディーメイド 100 50 100 250 170 220 390 640

オーダーメイド 135 108 98 341 32 110 142 483

計画数合計 235 158 198 591 202 330 532 1,123

単位：人

○生産性向上支援訓練

目標計画数 570

単位：人

○生産性向上支援訓練（中高年齢層向け）

目標計画数 50

単位：人

○学卒者訓練

訓練科名

生産技術科

電気エネルギー制御科

電子情報技術科

合計

単位：人

30

70

令和３年度定員

30

70

20

令和２年度定員

20

形式

20

20

令和３年度計画（機構）

30

382414

30

令和３年度定員 令和２年度定員

352384

72

72

72

64 48

36 36

44 40

72 72

24 12

60

目標計画数　380 目標計画数　260

12

目標計画数
計640

鹿児島 川内
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全数に
対して

コース別
第1

四半期
第2

四半期
第3

四半期
第4

四半期

基
礎

40% 485 125 120 120 120

60% 729 210 179 175 165

介護系 20% 147 45 37 35 30

医療事務系 20% 147 45 37 35 30

情報系 10% 73 15 0 29 29

営業販売事務系 22% 160 40 40 40 40

地域枠（独自の訓練分野）
(農業分野及び離島振興枠)

8% 60 20 20 10 10

その他 20% 142 45 45 26 26

(30)

1,214 335 299 295 285

100.0% 27.6% 24.6% 24.3% 23.5%

※1 新規参入枠（規模）は、四半期ごとに、基礎コースは30％以内、実践コースは30％以内とするが、1コースの
定員に満たない場合であっても、1コースは枠として設定できることとする。

※2 「地域ニーズ枠」は農業分野の申請又は離島を訓練実施地域とする申請があった場合に、優先的に認定でき
る枠とする。地域ニーズ枠は、すべて新規参入枠として設定することも可能とし、新規参入枠（規模）とは別枠
とする。

※3 基礎コース、実践コースの各分野で認定数が定員（上限）を下回った場合は、翌期以降の同コース、同分野に
振り替えることができる。

※4 実践コースにおいて設定された訓練分野において、当該訓練分野の訓練コースが設定されなかった場合
の余剰定員は、同一認定期間の「その他」分野（「営業・販売・事務分野」などを含む）に振り替えることができる。

※5 中止コースが発生した場合には、当該コースの認定定員を同一年度の同一分野での認定に活用できる。

※6 ※1～※5を原則とするが、申請状況によっては同一認定期間において基礎、実践コース間や分野間での
余剰定員の振り替えを行う場合がある。

※7 設定された定員(上限）（前四半期からの繰り越し等を上乗せした定員）を超える場合は、以下の方法により
選定を行う。
＜選定方法＞
　①　認定申請書類を基にコースごとに選定点数（※）を決定する。
　②　当該申請を締め切った時点で、申請率((前四半期までの認定数+当該四半期の申請数）÷各訓練分野の定員
　　　（上限）が低い訓練分野順に余剰定員のある訓練分野から不足定員分を充足する。
　③　①、②の結果、選定点数の高いものから順に選定とする。

※選定点数については独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が定める「求職者支援訓練の
　選定方法」 に基づき算出する。

※8 就職氷河期対策枠は、基礎コース及び実践コースの認定上限値（1,214）の内数とし、実施分野は限定しない。
なお、就職氷河期対策枠に該当する訓練コースは、毎期内数として（30）を募集し、年間（30）の計画枠に達する
までは、※7の選定方法によらず、他の訓練コースに優先して選定する。

合計

令和３年度計画

令和３年度　求職者支援訓練四半期別計画

コ
ー

ス
分野

認定規模
(割合)

令和
3年度
定員

(上限）

計画人数

実
践

実践

就職氷河期対策枠（内数） (30)
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資料５－１ 

 
 

 
 

地域における職業訓練の質の検証・改善に係る業務取扱要領《抜粋》 

 
１ 趣旨 
  地域における職業訓練の効率的かつ効果的な実施は重要な課題であり、平

成２８年度より、全ての都道府県において、総合的な訓練計画を策定し、求職

者支援訓練と公共職業訓練の間で実施時期や分野の調整等を行っているとこ

ろである。 
また、民間を活用した離職者訓練（委託訓練）については、地域の関係機関

の協働（地域レベルのコンソーシアム）による職業訓練コースの開発・検証事

業（以下「コンソーシアム事業」という。）により、平成２６年度より地域に

おける関係機関が協働して、職業訓練コースの開発・検証を実施しているとこ

ろである。 
  コンソーシアム事業は、各都道府県において２か年にわたり実施するもの

であり、平成２７年度末から段階的に事業が終了することとなるが、事業終了

後においても職業訓練分野の定員充足率及び就職率の向上等の観点から、地

域で既に実施している職業訓練の検証・改善を行う際に、コンソーシアム事業

で培ったノウハウや連携体制等を活用することは有効である。 
  なお、「日本再興戦略」改訂 2014 では、「各地域において、産業界のニーズ

を踏まえて職業訓練が真に役に立つものであったかを厳しく検証することに

より、教育・訓練内容の改善や雇用型訓練も含めた各訓練の強みを活かした訓

練のベストミックスの推進を図る」と、当該報告書の中短期工程表で「今後５

年間（2019 年まで）で地域において職業訓練の質を検証・改善する仕組みを

47 都道府県に展開することを目指す」とそれぞれ明記されている。 
このため、地域における職業訓練について、訓練ニーズを踏まえたより効果

的なものとするため、コンソーシアム事業のノウハウ等を活用して、地域訓練

協議会の下に設置されるワーキングチームにおいて、地域における職業訓練の

質の検証・改善を行うこととする。 
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